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　我が国では、少子高齢化が進行し続ける中、人口減少社会に移行しており、子どもと家
庭を取り巻く環境は大きく変化しています。女性の社会進出を後押しする施策も増え、多
様な働き方を選択できる社会を実現していく働き方改革も進められていますが、子育て世
帯においてワーク・ライフ・バランスを実現することは容易ではありません。このような
中、子どもの視点を忘れずに、子どもの人権を守り、子どもを第一に考えた子育て支援が
大切です。
　これらを踏まえ、文京区では、地域福祉保健計画の分野別計画の１つとして「子育て支
援計画」（平成27年度～31年度）を策定しており、「市町村次世代育成支援行動計画」と「子
ども・子育て支援事業計画」を内包し、一体的な計画としています。
　前計画期間中には、子どもに関する様々な制度変化がありました。平成28年６月の児
童福祉法の改正では、特別区に児童相談所を設置することが可能となり、本区においても
開設に向けた準備を進めております。また、令和元年６月には、児童虐待防止の強化を図
るため関連法が改正されました。このほか、令和元年には、５年目を迎えた子どもの貧困
対策に関する大綱が見直されています。
　さらに、社会全体では、SDGs１への取り組みが求められており、未来を生きていく子
どもたちにとって、大切な視点となっています。
　また、文京区では、年少人口と子育て世帯が増え続け、しばらくこの傾向が続くものと
見込んでいます。全国の動向のみならず、文京区独自の傾向を把握していくことも重要と
なっています。
　このような状況下、子育て支援施策の継続性とさらなる取組を推進するため、「子育て
支援計画（次世代育成支援行動計画、子ども・子育て支援事業計画）」（令和２年度～６年度）
を策定します。子どもたちに輝く未来をつなぐため、この計画に基づき、子どもの最善の
利益を守れるよう、文京区の特性を反映した子育て支援施策を推進してまいります。

●�　本計画は、本区の福祉保健を推進するため
の基本となる総合計画である「地域福祉保健
計画」の分野別計画の１つであると同時に、
次世代育成支援対策推進法第８条に基づく文
京区の行動計画としての性格も併せもつもの
です。
●�　また、本計画は、子ども・子育て支援法第
61条に定める市町村子ども・子育て支援事
業計画としての性格も併せもつものです。

第１章　計画策定の考え方

　１ 計画の目的

　２ 計画の性格・構成

１ SDGｓ　持続可能な社会の構築に向け、国際社会が協働して解決に取り組んでいくため、2015年９月の国連総会において
採択された考え方。「持続可能な開発目標（SDGｓ）」として、17のゴール169のターゲットが設定されています。文京区で
は、区の最上位計画である「「文の京」総合戦略」において、この考え方を取り入れています。
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文京区地域福祉保健計画

●�　本計画は、令和２年度から６年度までの５年間を計画期間とします。

　３ 計画の期間

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

基本構想実施計画 「文の京」総合戦略２

地域福祉保健計画
地域福祉保健の推進計画

子育て支援計画

高齢者・介護保険事業計画

障害者・児計画

保健医療計画

前回計画

整�

合

２ 「文の京」総合戦略　文京区において行政需要の変化を的確に捉えた区政運営を進めていくため、重要性・緊急性が高い優
先課題を明らかにした「重点化計画」であり、財政的な裏付けを伴う区の最上位計画に位置付け、各分野の個別計画との整
合を図ります。「文の京」総合戦略では、６つの基本政策のはじめに「子どもたちに輝く未来をつなぐ」と掲げており、だ
れもが、安心して子育てができるとともに、子どもたちが輝く未来に向かって豊かな心を育み、自分らしく健やかに成長し
ていくことができるまちを目指しています。
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　平成31年４月１日現在の18歳未満の児童人口は31,879人で、総人口に占める割合は
14.3％となっています。平成26年に比べて、人数では4,742人増加し、総人口に占める
割合も1.1ポイント増加しています。

　文京区の合計特殊出生率は、全国と比較して低い数値で推移していますが、平成30年
には東京都を上回り、1.24まで回復しています。
　出生数も増加傾向にあり、平成30年には2,119人となっています。

第３章　子どもの現状

　１ 18歳未満の児童人口の推移　 着実な増加

　２ 合計特殊出生率及び出生数の推移　 右肩上がりの増加傾向

【図表】18歳未満の児童人口の推移
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平成17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31年
０歳 １～２歳 ３～５歳 ６～11歳 12～14歳 15～17歳

人

1,245 1,198 1,347 1,472 1,502 1,599 1,594 1,650 1,686 1,805 1,939 1,977 2,087 1,972 2,032

7,640 7,854 8,006 8,023 8,115 8,184 8,296 8,311 8,483 8,773 9,140 9,587 9,912 10,372 10,8643,719 3,739 3,874 3,924 3,955 3,947 3,957 4,078 4,160 4,214 4,236 4,284 4,365 4,387
4,546

3,719 3,739 3,874 3,924 3,955 3,947 3,957 4,078 4,160 4,214 4,236 4,284 4,365 4,387
4,546

3,824 3,822 3,880 3,929 3,985 4,118 4,322 4,566 4,797 4,991 5,162 5,249 5,469 5,780 6,010

3,824 3,822 3,880 3,929 3,985 4,118 4,322 4,566 4,797 4,991 5,162 5,249 5,469 5,780 6,010

4,0044,004 3,8943,894 3,7123,712 3,7293,729 3,7463,746 3,8493,849 3,8803,880 3,8843,884 3,9303,930 3,9273,927
4,0914,091 4,1884,188 4,2114,211 4,2774,277

4,2934,293

資料：住民基本台帳及び外国人登録原票（各年４月１日現在）

資料：ぶんきょうの保健衛生

※「住民基本台帳法の一部を改正する法律」の施行に伴い、施行日（平成24年７月９日）以降の数値に外国人住民を含む。

※「住民基本台帳法の一部を改正する法律」の施行に伴い、施行日（平成24年７月９日）以降の数値に外国人住民を含む。

【図表】出生数と合計特殊出生率
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　本計画では、地域福祉保健計画の総論で掲げた次の基本理念及び基本目標に基づいて子
育て支援施策を推進していきます。

　１ 基本理念

　２ 基本目標

⃝人間性の尊重
⃝自立の支援
⃝支え合い認め合う地域社会の実現
⃝健康の保持・増進
⃝協働による地域共生社会の実現
⃝男女平等参画の推進

第２章　計画の基本理念・基本目標

⃝ 　だれもが、いきいきと自分らしく、健康で自立した生活を営め
る地域社会を目指します。

⃝�　だれもが、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、必要な福
祉保健サービスを自らの選択により利用でき、互いに支え合う地
域社会を目指します。

⃝�　だれもが、地域、暮らし、生きがいをともに創り、互いに高め
合い、役割を持つことができる地域社会を目指します。
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第４章  主要項目及びその方向性　　第５章 １ 計画の体系

　子どもの最善の利益を実現するためには、子どもが健やかに成長し、生きる力や豊かな
心が育まれ、安心して育つことができる環境を整えるとともに、私たち一人ひとりが、子
どもの権利を尊重していく必要があります。
　このため、地域福祉保健計画の基本理念・基本目標（第２章参照）に基づき、子育て支援
施策を推進するため、本計画期間（令和２年度～令和６年度）における「主要項目とその方
向性」を次のとおり掲げ、取組を進めていきます。

※第４章で掲げる主要項目を体系の大項目としています。

　働き続ける女性が増え、共働き世帯が増加する一方で、男性の家事・育児に費やす時間
が他の先進国と比較すると低水準にとどまる中、“ワンオペ育児”という言葉もうまれてお
り、働き方の見直しが課題となっています。また、子育ての手助けができる人が身近にい
ないことも少なくありません。このような背景を踏まえつつ、人間形成の基礎となる大切
な時期の子育てを支援する取組が必要です。
　文京区では、年少人口増加等により、保育の必要性は引き続き高い状況にあるため、保
育施設の整備を積極的に進めていくとともに、保育施設への指導を強化していきます。あ
わせて、育成室の整備、都型学童クラブの誘致、放課後全児童向け事業の充実など、ニー

　主要項目
（大項目）２ より良い子育てを支える取組

　妊娠・出産・子育て期は、身体的、精神的、社会的に大きな変化があり、負担がかかる
時期です。心身の回復、子育ての不安や新たな家族環境への適応など、心のケアを含めた
産前・産後ケアの充実を図り、妊娠・出産・子育て期にわたり、切れ目ない支援を継続し
ていきます。
　子どもの健やかな成長を図るため、乳幼児健康診査で発育・発達の状態を確認するとと
もに、発育・発達・栄養・生活環境などに応じた相談支援体制を整備し、必要に応じて発
達支援や心理的援助等を行います。また、障害のある場合には、一人ひとりの障害の特性
や成長段階に応じた適切なサービス等を提供できるよう取り組んでいきます。さらに、医
療的なケアが必要な子どもについては、保
健、医療、福祉、子育て、教育等の関係機
関が連携し、必要なケアが受けられるよ
う、支援の充実を図っていきます。

　主要項目
（大項目）１ 子どもの健やかな成長の支援

●  妊娠・出産・子育てへの切れ目ない支援
●  子どもの健康増進
●  子どもの発達に寄り添った支援

　計画の体系（小項目）

　平成30年度に実施した「文京区子育て支援に関するニーズ調査」では、フルタイムで
働く母親の割合が前回調査時（平成25年度）より大きくなっており、その傾向は就学前の
子どもをもつ母親において顕著にみられます。

　保育所の在籍児童数は増加し続けており、平成31年の保育所在籍児童数は平成22年の
２倍を超える状況となっています。
　待機児童は近年、増減を繰り返してきましたが、平成31年には大きく減少し、46人と
なっています。

　３ 子どものいる女性の就労状況  就学前児童保護者のフルタイム就労が増加

　４ 保育所等在籍児童数と待機児童数の推移  着実な認可保育所の整備

【図表】子どものいる女性の就労状況（就学前児童保護者）

（各年４月１日現在）

【図表】保育所等在籍児童数と待機児童数の推移
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注：平成29年度以前と平成30年以降では待機児童の定義※が異なる。
※資料：�保育所等利用待機児童数調査について（平成29年３月31日付け雇児保発0331第６号厚生労働省雇用均等・児童家

庭局保育課長通知「保育所等利用待機児童調査要領」）

※�小学生保護者では、フルタイム計
　平成30年度37.0％　平成25年度34.9％
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　子ども自身や子ども連れの人、妊産婦をはじめ、だれもが暮らしやすいまちづくりを進
めていく必要があります。共通の方針を掲げ、各事業者が主体的にバリアフリーを実現す
るとともに、交通事故から子どもたちを守るため、道路整備や総合的な自転車対策に、引
き続き取り組んでいきます。
　施設の中・外を問わず、子どもたちが安全に過ごせるよう、危険箇所を確認するととも
に、区立公園と児童遊園の再整備、防犯カメラの設置も進めます。
　さらに、災害や事故等に備えるためには、子どもたちが利用する施設における訓練や研
修、備蓄等を計画的に進めていくことが大
切です。子どもたちの発達段階に応じて安
全指導を行うとともに、自助・共助の大切
さ、家族や地域で災害リスクに備えた取る
べき行動を考えるなど防災教育を推進し
ていきます。

　主要項目
（大項目）６ 子どもを守る安全・安心なまちの環境整備

●  防災に関する取組
●  青少年のための地域環境の整備
●  安心して外出できる環境の整備
●  子どもの安全の確保
●  良好な居住環境の確保

　計画の体系（小項目）

　家庭が子育ての第一義的責任を果たせるよう、子育てを社会全体で支えていくためには、
地域、学校、事業者、行政などの連携を深めていく必要があります。
　文京区では、子育て世帯の転入、出生数の増加傾向により年少人口が増えています。子
育てが“孤育て”に陥らず、安心して子育てできるよう、身近な場所で地域とつながる機会
を増やし、子どもや子どもと一緒に集える
居場所、多世代交流の場がつくられるよ
う、担い手となる方たちの活動を支援して
いきます。

　主要項目
（大項目）５ 地域社会全体で子どもを育む体制の構築

●  地域との協働や地域活動の支援
●  子育て仲間作りの支援

　計画の体系（小項目）

な支援体制を構築し、児童虐待への対応と未然防止に努めていきます。
　また、いじめや体罰を許さない環境を築くとともに、学校生活では、いじめ防止等の対
策を総合的かつ効果的に推進する基本方針を掲げ、問題があった場合には、子どもや保護
者に寄り添い支援していきます。さらに、義務教育中の不登校対応の充実を図り、義務教
育終了後に、ひきこもらないよう、関係部署が連携し継続的な支援をしていきます。
　このほか、経済的困窮やひとり親家庭への支援など、子育て世帯が置かれた状況に応じ
て、関係部署が連携を深め、取り組んでいきます。

　これからの社会を担う子どもたちが、人権尊重の理念を正しく理解するとともに、思い
やりの心や社会生活の基本的ルールを身に付けることは、豊かな人間性を育む上で大切な
ことです。
　このため、幼児教育や学校教育の充実をはじめ、幼児・児童・生徒が様々な体験や友だ
ちとのかかわりの中で、触れ合う機会や居場所が持てるよう、子どもの視点で確保するこ
とに取り組んでいきます。
　また、さまざまな体験を通して、生命を尊重する心や、自他を大切にする心などを育ん
でいくことが必要です。
　さらに、子どもたちの将来の社会生活を
見据え、地域への愛着や望ましい勤労観、
職業観を育む地域活動への参加や発達段
階に応じたキャリア教育、環境に対する意
識の高揚を図るための環境教育などを推
進していきます。

　主要項目
（大項目）３ 子どもの生きる力・豊かな心の育成

●  多様な教育ニーズへの対応
●  教育環境等の整備
●  家庭と地域の教育力向上
●  青少年健全育成

　計画の体系（小項目）

ズに応じた放課後の安全な居場所を提供します。これらの取組により、年齢や様々なニー
ズに配慮しながら、子どもが安心して過ご
せる環境を整備していきます。また、多様
化する子育て世帯のニーズを的確に把握
し、安定的な子育て支援サービスが提供で
きるよう、取り組んでいきます。
　各家庭がより良い子育てを選択できる
よう、子どもと家庭を支える取組を推進し
ます。

●  保育所・幼稚園の充実
●  多様な保育ニーズへの対応
●  放課後の居場所づくり
●  子育て情報の提供
●  経済的負担の軽減
●  仕事と生活の調和に向けた取組

　計画の体系（小項目）

　子どもが安心して育つためには、子ども
自身の権利が保障されることが不可欠で
す。予防的支援をさらに推進し、要保護・
要支援家庭への適切な対応など、今後設置
する「（仮称）文京区児童相談所」を中心と
した、関係機関が有機的に連携した総合的

　主要項目
（大項目）４ 安心して育ち、子育てできる支援体制づくり

●  児童虐待防止対策の充実
●  児童相談所設置に向けた取組
●  組織横断的な相談体制の構築
●  子どもの貧困対策

　計画の体系（小項目）
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第５章  ２  計画事業

２－１－８　私立認可保育所の開設を中心とした待機児童対策

事業概要 　増加する保育ニーズに対応するため、私立認可保育所等の整備を促進し、保育サー
ビスの量的拡大を図る。

１－１－３　乳児家庭全戸訪問事業

事業概要 　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を対象に、母子の健康管理や子育てに関す
る情報提供を行うとともに、悩みや不安を聴き、適切なサービスに結び付ける。

６－３－７　安全・安心な公園づくり

事業概要 　区立公園や児童遊園での事故やトラブルを抑止し、安全・安心な環境を提供するた
めに、防犯カメラを設置する。

２－２－３　病児・病後児保育

事業概要
　病中又は病気の回復期にあるお子さんを、家族の介護や勤務の都合等やむを得ない
事由により、集団保育や家庭での保育をすることができないとき、区が委託する医療
機関等で、保育を行う。

３－４－２　中高生の居場所の確保（b-lab（文京区青少年プラザ））

事業概要
　中高生向け施設「b-lab（文京区青少年プラザ）」において、中高生にとって魅力的な
居場所を提供するほか、文化・スポーツ等の各種講座を実施し、利用者の自主性・社
会性を促す。

４－４－７　子ども宅食プロジェクト事業

事業概要
　子どものいる生活困窮世帯（児童扶養手当・就学援助受給世帯等）のうち、希望する
世帯に対し企業等から提供を受けた食品等を配送する。定期配送をきっかけに、こど
もとその家族を必要な支援につなげ、地域や社会からの孤立を防いでいく。

４－１－１　児童虐待防止ネットワークの充実

事業概要 　要保護児童対策地域協議会の運営により、虐待などによる要保護児童等について、
適切な保護・支援に必要な関係機関相互の情報共有及び状況把握に努め、連携を図る。

３－２－７　学校施設等の計画的な改築・改修等

事業概要 　学校施設の改築や改修を行い、教育環境の向上を図る。

１－３－１　児童発達支援センターの運営

事業概要

　教育センター内の児童発達支援センターにおいて、発達面や行動面に関する支援を
必要とする子どもに対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、
集団生活への適応訓練を行うとともに、障害児通所支援を利用する児童の障害児支援
利用計画を作成し、定期的にモニタリングを行う。また、地域の障害児やその家族へ
の相談支援、障害児が通う保育園・幼稚園等への援助・助言などの地域支援を行う。

５－２－３　地域団体による地域子育て支援拠点事業

事業概要

　地域で子育てを支援している団体等による地域子育て支援拠点事業を実施し、子育
てサポーター認定制度の認定を受けたサポーターの新たな活躍の場とするとともに、
子どもや子育て家庭を支える地域との繋がりが生まれる仕組みづくりを進め、「顔の見
える」相手との信頼関係のもとで、地域で安心して子育てができるよう支援する。

　本計画では、６つの大項目を24の小項目に分け、175の計画事業を掲げています。こ
のうち、計画目標を掲げ、文京区地域福祉推進協議会における進行管理の対象とする主な
計画事業は次のとおりです。



―　　　――　　　― 1312

子ども・子育て支援事業計画

　子ども・子育て支援事業計画は、子ども・子育て支援法第61条にもとづく、教育・保
育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保や各種子育て支援施策の円滑な実施
に関する内容等を記載した計画です。
　本区では、子育て支援計画と一体的に策定していますが、子ども・子育て支援法で定め
られた子育て支援事業を明確にするため、再掲する事業も含め、量の見込みと確保方策の
実施時期を記載しました。

　子ども・子育て支援事業計画の基本的記載事項として、幼児期の学校教育・保育・地域
の子育て支援について、令和2年度から６年度までの５年間における「量の見込み（ニー
ズ量）」・「確保の方策」・「実施時期」を記載することになっています。
　量の見込み（ニーズ量）については、平成30年10月に実施した「子育て支援に関するニー
ズ調査（以下、「ニーズ調査」と記載する）」の結果を踏まえ、量の見込み（ニーズ量）を推
計し、具体的な目標設定を行いました。
　確保の方策においては、これまでの幼稚園と保育所に加えて、両方の良さを合わせ持っ
た「認定こども園」の普及を図るなど、幼児期の教育・保育の場を一体的に提供する施設
を推進しています。
　また、少人数の子どもを保育する「地域型保育事業」を実施するなど、多様な保育サー
ビスの充実を図り、質を保ちながら身近な保育の場を確保していきます。

　１ 子ども・子育て支援事業計画の考え方

　子ども・子育て支援事業計画においては、「地理的条件、人口、交通事情その他の社会
的条件、教育・保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して
定める区域（教育・保育提供区域）」を設定して、その区域ごとの「量の見込み」及び「確
保方策」を計画するものとされています。
　本区においては、基盤整備や事業実施上の効果などを総合的に勘案し、文京区全域を１
区域として設定します。

　２ 教育・保育提供区域の設定

　３ 幼児期の教育・保育の量の見込みと提供体制

（１） 保育の必要性の認定について

（３） 量の見込み（ニーズ量）の算定及び確保方策について

＜３つの認定区分＞

１号認定（教育標準時間認定） 利用先：幼稚園・認定こども園

●�お子さんが満３歳以上で、教育を希望される場合

２号認定（満３歳以上・保育認定） 利用先：保育所・認定こども園

●�お子さんが満３歳以上で、「保育の必要性の認定」を受け、保育所等での保育を希
望される場合

３号認定（満３歳未満・保育認定） 利用先：保育所・認定こども園・地域型保育

●�お子さんが満３歳未満で、「保育の必要性の認定」を受け、保育所等での保育を希
望される場合

（２） 地域型保育事業について
事　業　名 事　　業　　概　　要

小 規 模 保 育

　比較的小規模で家庭的保育事業に近い雰囲気の下、きめ細か
な保育を実施します。
・Ａ型（保育所分園に近いもの）
・Ｂ型（保育所分園と家庭的保育の中間的なもの）
・Ｃ型（家庭的保育に近いもの）

家 庭 的 保 育 　家庭的な雰囲気の下で、少人数を対象にきめ細かな保育を実
施します。家庭的保育者の居宅その他の場所で保育を行います。

居宅訪問型保育 　住み慣れた居宅において、１対１を基本とするきめ細かな保
育を実施します。（ベビーシッター派遣事業）

事 業 所 内 保 育
　企業が主として従業員への仕事と子育ての両立支援策として
実施します。地域において保育を必要とする子どもにも保育を
提供します。

　幼児期の教育・保育の量の見込み（ニーズ量）は、「第二期市町村子ども・子育て支援事
業計画における「量の見込み」の算出の考え方」により、将来人口推計と利用意向割合か
らニーズ量を算定しました。この見込みに対し、確保方策を次頁のとおり実施していきま
す。

●関連事業　２－1－8　��私立認可保育所の開設を中心とした待機児童対策
　　　　　　２－1－12　区立幼稚園の認定こども園化
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幼児期の教育・保育の量の見込みと確保方策の実施時期

項　　　　　目

令和２年度
（R3.4.1時点）

令和３年度
（R4.4.1時点）

令和４年度
（R5.4.1時点）

令和５年度
（R6.4.1時点）

令和６年度
（R7.4.1時点）

１号 ２号 ３号 １号 ２号 ３号 １号 ２号 ３号 １号 ２号 ３号 １号 ２号 ３号
教育
希望

保育の
必要性あり

保育の
必要性あり

教育
希望

保育の
必要性あり

保育の
必要性あり

教育
希望

保育の
必要性あり

保育の
必要性あり

教育
希望

保育の
必要性あり

保育の
必要性あり

教育
希望

保育の
必要性あり

保育の
必要性あり

3歳
以上

３歳以上
0歳 1-2歳 3歳

以上

３歳以上
0歳 1-2歳 3歳

以上

３歳以上
0歳 1-2歳 3歳

以上

３歳以上
0歳 1-2歳 3歳

以上

３歳以上
0歳 1-2歳教育

希望
左記
以外

教育
希望

左記
以外

教育
希望

左記
以外

教育
希望

左記
以外

教育
希望

左記
以外

①量の見込み（ニーズ量） 2,169 765 3,093 818 2,773 2,198 775 3,134 844 2,835 2,194 773 3,127 871 2,886 2,248 792 3,204 896 2,979 2,303 812 3,283 929 3,069

②
確
保
の
方
策

教
育
保
育
施
設

認定こども園 33 0 33 6 21 33 0 33 6 21 33 0 33 6 21 113 60 33 6 54 113 60 33 6 54

区立幼稚園 705 328 ― ― ― 705 328 ― ― ― 705 328 ― ― ― 610 262 ― ― ― 610 262 ― ― ―

私立幼稚園 1,708 439 ― ― ― 1,708 439 ― ― ― 1,708 439 ― ― ― 1,708 439 ― ― ― 1,708 439 ― ― ―

国立大学付属
幼稚園 114 ― ― ― ― 114 ― ― ― ― 114 ― ― ― ― 114 ― ― ― ― 114 ― ― ― ―

区立認可保育園 ― ― 1,082 141 633 ― ― 1,082 141 633 ― ― 1,082 141 633 ― ― 1,068 141 611 ― ― 1,068 141 611

私立認可保育園 ― ― 2,734 501 1,694 ― ― 3,012 564 1,873 ― ― 3,295 624 2,049 ― ― 3,389 624 2,049 ― ― 3,389 624 2,049

臨時保育所
定期利用保育 ― ― 63 9 77 ― ― 42 9 78 ― ― 21 9 76 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

東京都
認証保育所 ― ― 27 39 128 ― ― 27 39 128 ― ― 27 39 128 ― ― 27 39 128 ― ― 27 39 128

企業主導型
保育事業 ― ― 14 18 34 ― ― 14 18 34 ― ― 14 18 34 ― ― 14 18 34 ― ― 14 18 34

その他
認可外保育施設 ― ― ― 8 21 ― ― ― 8 21 ― ― ― 8 21 ― ― ― 8 21 ― ― ― 8 21

地
域
型
保
育
事
業

家庭的保育事業 ― ― ― 4 8 ― ― ― 4 8 ― ― ― 4 8 ― ― ― 4 8 ― ― ― 4 8

小規模保育事業 ― ― ― 62 193 ― ― ― 80 232 ― ― ― 98 271 ― ― ― 98 271 ― ― ― 98 271

事業所内
保育事業 ― ― ― 4 15 ― ― ― 4 15 ― ― ― 4 15 ― ― ― 4 15 ― ― ― 4 15

居宅訪問型
保育事業 ― ― ― ― 1 ― ― ― ― 1 ― ― ― ― 1 ― ― ― ― 1 ― ― ― ― 1

合　　計 2,560 767 3,953 792 2,825 2,560 767 4,210 873 3,044 2,560 767 4,472 951 3,257 2,545 761 4,531 942 3,192 2,545 761 4,531 942 3,192

②－① 391 2 860 ▲26 52 362 ▲ 8 1,076 29 209 366 ▲ 6 1,345 80 371 297 ▲ 31 1,327 46 213 242 ▲ 51 1,248 13 123

＊各確保の方策において、事業の対象外となる認定区分は「―」を表示しています。

（単位：人）
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子ども・子育て支援法
等における事業概要

　子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育
て支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、
関係機関との連絡調整等を実施する事業です。

確保方策の考え方

　文京シビックセンターにおいて、保育ナビゲーター、子育てガイド、
及び母子保健コーディネーターが中心となり、利用者の支援を進めると
ともに、保護者が集まる身近な場所である子育てひろば（地域子育て支援
拠点施設）や保健サービスセンターと連携を行い、教育・保育施設や地域
の子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談・助言等の充実を図
ります。

●関連事業　１－１－１　妊娠・出産への支援
　　　　　　５－２－３　地域団体による地域子育て支援拠点事業
　　　　　　５－２－４　子育てひろば事業

（１） 利用者支援事業

（３） 妊婦健康診査

（４） 乳児家庭全戸訪問事業

　地域子ども・子育て支援事業とは、教育・保育施設を利用する子どもの家庭だけでなく、
在宅の子育て家庭を含むすべての家庭及び子どもを対象とする事業として、子ども・子育
て支援法第59条の規定にもとづき、地域の実情に応じて実施するものです。

　４ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制

（２） 地域子育て支援拠点事業

子ども・子育て支援法
等における事業概要

　乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てにつ
いての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業です。

確保方策の考え方

　子育てひろば５か所と地域団体による地域子育て支援拠点４か所で事
業を実施します。

●関連事業　５－２－３　地域団体による地域子育て支援拠点事業
　　　　　　５－２－４　子育てひろば事業

子ども・子育て支援法
等における事業概要

　妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、
①健康状態の把握、②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠
期間中の適時に必要に応じた医学的検査を実施する事業です。

確保方策の考え方

　妊婦の健康リスクを把握し、母体や胎児の健康確保及び経済的負担の
軽減を図るため、妊婦健康診査等に係る費用の一部を助成します。また、
「妊婦歯周疾患検診」を実施し、歯周疾患のリスクが高まる妊娠期の口腔
衛生の向上を図ります。

●関連事業　１－１－１　妊娠・出産への支援

子ども・子育て支援法
等における事業概要

　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関す
る情報提供や養育環境等の把握を行う事業です。

確保方策の考え方

　生後４か月以内の乳児がいるすべての家庭を保健師や助産師が訪問し、
母子の健康管理や子育てに関する情報提供を行います。また、孤立しが
ちな子育て家庭における不安や悩みを聞き、支援が必要な家庭を適切な
サービスへ結び付ける乳児家庭全戸訪問事業を実施します。

●関連事業　１－１－３　乳児家庭全戸訪問事業

（５） 養育支援訪問事業及び子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業

子ども・子育て支援法
等における事業概要

　養育支援訪問事業とは、児童虐待の発生予防・早期発見、発生時の迅速・
的確な対応等を行うため、支援を必要とする子どもや妊婦の早期発見に
努め、養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に
関する指導・助言等を行うことで、当該家庭の適切な養育を支援する事
業です。
　また、子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業とは、関係機関の
情報共有を推進し、調整機関職員やネットワーク構成員（関係機関）の専
門性強化と、ネットワーク機関間の連携強化を図る事業です。

確保方策の考え方

　児童虐待への対応及び未然防止を図るため、特に養育を支援する必要
がある家庭への育児支援ヘルパー派遣事業や子育て支援講座の開催など、
児童虐待防止対策事業を実施するとともに、社会的養育の充実を目的に、
養育家庭普及活動の推進を図ります。
　地域における子どもと家庭に関する支援体制の充実を図るため、関係
機関と連携して、要保護児童対策地域協議会の取組を推進します。

●関連事業　４－１－１　児童虐待防止ネットワークの充実
　　　　　　４－１－２　児童虐待防止対策事業
　　　　　　４－１－３　育児支援ヘルパー事業

（６） 子育て短期支援事業

子ども・子育て支援法
等における事業概要

　保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的
に困難となった児童について、児童養護施設等に入所させ、必要な保護
を行う事業（短期入所生活援助事業（ショートステイ事業）及び夜間養護等
事業（トワイライトステイ事業））です。

確保方策の考え方

区が指定した福祉施設において、乳幼児ショートステイ事業、子ども
ショートステイ事業、トワイライトステイ事業を実施します。

●関連事業　２－２－５　子育て短期支援事業
　　　　　　（ショートステイ・トワイライトステイ）



―　　　――　　　― 1918

（７） 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） （10） 病児保育事業（病後児保育事業を含む）

子ども・子育て支援法
等における事業概要

　乳幼児や小学生の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童
の預かり等の援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希
望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業です。

確保方策の考え方
　文京区社会福祉協議会にて子育て援助活動支援事業（ファミリー・サ
ポート・センター事業）を実施します。

●関連事業　５－１－２　ファミリー・サポート・センター事業

（８） 一時預かり事業

子ども・子育て支援法
等における事業概要

　家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児につい
て、主として昼間において、認定こども園、幼稚園、保育所、地域子育
て支援拠点その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う
事業です。

確保方策の考え方

＜幼稚園型＞
　区立幼稚園全園にて、幼稚園在園児を対象に、幼稚園の教育課程開始
前もしくは終了後及び長期休業中に、預かり保育を実施します。また、
一部私立幼稚園においても、預かり保育を実施します。（各園で実施内容
は異なる）

●関連事業　２－１－14　区立幼稚園の預かり保育

＜幼稚園型以外＞
　３か所（令和５年度以降は４か所）のキッズルームと区立認可保育園17
園において、一時預かり事業を実施します。　

●関連事業　２－２－１　緊急一時保育・リフレッシュ一時保育
　　　　　　２－２－２　一時保育（キッズルーム）

（９） 延長保育事業（時間外保育事業）

子ども・子育て支援法
等における事業概要

　保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以外の
日及び時間において、認定こども園、保育所等において保育を実施する
事業です。

確保方策の考え方
　全ての区立認可保育園及び私立認可保育園（小規模保育事業及び認証保
育所を含む）において、延長保育事業を実施します。

●関連事業　２－１－18　保育園延長保育

子ども・子育て支援法
等における事業概要

　病児・病後児について、病院・保育所等に付設された専用スペース等
において、看護師等が一時的に保育等する事業です。

確保方策の考え方

　区が委託する病児・病後児保育施設で保育を実施します。
　令和２年度に都立駒込病院内病児・病後児保育施設を、令和３年度に
春日・後楽園駅前地区病児・病後児保育施設を新規開設し、４か所の施
設で実施します。

●関連事業　２－２－３　病児・病後児保育

（11） 放課後児童健全育成事業

子ども・子育て支援法
等における事業概要

　保護者の就労等により、日中家庭において適切な保護が受けられない
児童に対し、育成室や小学校の余裕教室等を利用して適切な遊びや生活
の場を提供し、その健全な育成を図る事業です。

確保方策の考え方

　現在の育成室事業を継続し、計画期間中に新たに９か所の育成室を整
備します。また、老朽化等により改修が必要な育成室についても整備を
行い、児童受け入れ定員数の維持確保を行います。
　また、全区立小学校20校において放課後全児童向け事業を実施し、児
童の放課後の居場所を提供しています。今後は実施時間の延長など、事
業の充実を図ります。

●関連事業　２－３－１　育成室の整備及び運営
　　　　　　２－３－２　育成室の障害児保育
　　　　　　２－３－５　民間事業者誘致による都型学童クラブの整備

　文京区子ども・子育て会議において、毎年度、子ども・子育て支援事業計画に基づく施
策その他の地域における子ども・子育て支援施策の実施状況等について、点検・評価し、
結果については、区ホームページ等で区民に公表します。
　なお、毎年度、人口推計等の変動要因を勘案し、ニーズ量を見直すとともに、計画に定
める量の見込みが、大きく変動する場合には計画の一部見直しを必要に応じて行います。

　５ 計画の推進体制と進行管理
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